
田原市お試し移住支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき市への定

住・移住の促進を図るとともに、本市におけるデジタルの活用の促進に資するた

め、市内の宿泊施設を利用して田原市でお試し移住を行う者に対し、田原市お試し

移住支援補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内において交付すること

について、田原市補助金交付要綱（昭和５１年４月１日施行）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 移住 新たに本市の区域内に住所を定めること（住民基本台帳法（昭和４２年法

律第８１号）第２２条第１項に規定により市長に届け出たものに限る。）をいう。 

(2) お試し移住 住居や生活環境の確認、就職活動、オフィスの設置及び転移の検討

等、本市への移住の検討を目的とし、市内宿泊施設に連続する２泊以上滞在するこ

とをいう。 

(3) テレワーク 情報通信技術等を活用し、普段仕事を行う事務所、事業所等以外の

場所において仕事をすることをいう。 

(4) 宿泊施設 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条に規定する旅館・ホテ

ル営業及び簡易宿泊所営業に係る施設をいう。ただし、江比間野外活動センターは

除く。 

(5) 申請者 お試し移住を行う者（同行者がいる場合はその代表者）で、補助金の申

請を行う者をいう。 

(6) 同行者 申請者が属する世帯の世帯員のうち、田原市への移住を検討する者で、

申請者とともにお試し移住を行う者のことをいう。 

(7) 対象者 補助金交付の対象となる申請者及び同行者をいう。 

(8) 利用期間 対象者がお試し移住を行う連続する２泊以上１３泊以内の期間をい

う。 

（交付対象者） 

第３条 対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 補助金の交付の申請時点において、本市が備える住民基本台帳に記録されてお

らず、かつ、本市への移住を検討している者であること。 

(2) 本市への移住の原因が婚姻、転勤、進学等でないこと。 

(3) 補助金を利用する目的が観光、帰省、出張、通学等でないこと。 

(4) 補助金交付申請の日において、申請者の年齢が１８歳以上であること。 

 (5) お試し移住の実施前及び実施後に、別に定めるアンケートに回答し、市へ提出

すること。 

 (6) お試し移住の利用期間中及び利用期間後において、本市が実施する定住・移住



促進に関する調査及び広報事業に協力することができること。  

 (7) 田原市暴力団排除条例（平成２３年田原市条例第１号）第２条第２号に規定す

る暴力団員又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有

する者でないこと。 

(8) これまでにこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 

(9) その他田原市が不適当と認めた者でないこと。 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の対象経費等は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 宿泊費補助金 

ア 利用期間中において対象者に市内でテレワークを行う者を含む場合 

補助対象経費 

 対象者が市内の宿泊施設に素泊りする場合の費用（夕食、朝食

等の飲食に係る料金、サービス料金、消費税及び地方消費税及び

入湯税は含まない。） 

 なお、申請者の２親等以内の親族が所有する住宅等に宿泊でき

る場合は補助対象としない。 

補助率等 

(1) 補助率 １／２以内 

(2) 補助額 １人１泊当たり上限４,０００円（１００円未満の

端数が生じる場合は、その端数を切り捨てる。） 

補助限度額等 
(1) 補助限度額 １世帯６万円 

(2) 補助限度宿泊数 連続する１３泊分 

その他 

(1) 自己都合による取消において発生するキャンセル料は全額自

己負担とする（キャンセル料は宿泊施設の規定による。）。 

(2) 国・県等の旅行代金などに係る補助金と併用する場合は、同

補助額を差し引いた額を補助対象経費とする。 

イ 利用期間中において対象者に市内でテレワークを行う者を含まない場合 

補助対象経費 

 対象者が市内の宿泊施設に素泊りする場合の費用（夕食、朝食

等の飲食に係る料金、サービス料金、消費税及び地方消費税及び

入湯税は含まない。） 

 なお、申請者の２親等以内の親族が所有する住宅等に宿泊でき

る場合は補助対象としない。 

補助率等 

(1) 補助率 １／３以内 

(2) 補助額 １人１泊当たり上限３,０００円（１００円未満の

端数が生じる場合は、その端数を切り捨てる。） 

補助限度額等 
(1) 補助限度額 １世帯５万円 

(2) 補助限度宿泊数 連続する１３泊分 

その他 

(1) 自己都合による取消において発生するキャンセル料は全額自

己負担とする（キャンセル料は宿泊施設の規定による。）。 

(2) 国・県等の旅行代金に係る補助金と併用する場合は、同補助

額を差し引いた額を補助対象経費とする。 



(2) レンタカー借上料補助金 

補助対象経費 
 対象者が市内のレンタカー事業者から借り上げるレンタカーに

係る費用（燃料費、消費税及び地方消費税は含まない。） 

補助率等 

(1) 補助率 １／２以内 

(2) 補助額 ２４時間当たり上限３,０００円（１００円未満の

端数が生じる場合は、その端数を切り捨てる。） 

補助限度 

台数等 

(1) 補助限度台数 １世帯１台 

(2) 補助限度時間数 ３１２時間（１３日）分 

その他 

(1) 自己都合による取消において発生するキャンセル料は全額自

己負担とする（キャンセル料はレンタカー事業者の規定によ

る。）。 

(2) 国・県等の旅行代金に係る補助金と併用する場合は、同補助

額を差し引いた額を補助対象経費とする。 

（認定申請） 

第５条 申請者は、田原市お試し移住支援補助金認定申請書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて、お試し移住開始日の７日前までに市長に提出しなければならな

い。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。 

(1) 田原市お試し移住事前アンケート（様式第２号） 

(2) その他市長が必要と認める書類 

 （認定及び認定通知） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当

と認めたときは、田原市お試し移住支援補助金認定通知書（様式第３号）により、

適当でないと認めたときは、田原市お試し移住支援補助金不認定通知書（様式第４

号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の認定をした場合おいて、補助金の交付の目的

を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。 

（変更認定申請） 

第７条 前条第１項の規定による補助金の認定を受けた者（以下「認定者」とい

う。）は、第５条の規定による申請の内容について変更し、又は中止しようとする

ときは、速やかに田原市お試し移住支援補助金変更等認定申請書（様式第５号）に

市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、認定を

受けた額の２割を超えない減額及び軽微な変更については、この限りでない。 

（変更認定及び変更認定通知） 

第８条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当

と認めたときは、田原市お試し移住支援補助金変更等認定通知書（様式第６号）に

より認定者に通知するものとする。 

（交付申請） 

第９条 認定者は、利用期間の終了した日から起算して２０日を経過した日又は当該

年度の３月３１日のいずれか早い期日までに、田原市お試し移住支援補助金交付申



請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 宿泊に要した費用が分かる宿泊施設の利用明細書及び領収書等の写し 

(2) レンタカーの借上げに要した費用が分かる利用明細書及び領収書等の写し 

(3) 田原市お試し移住事後アンケート（様式第８号） 

(4) 田原市お試し移住支援補助金請求書（様式第９号） 

(5) 対象者の本人確認書類の写し 

(6) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定及び交付決定通知） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、適

当と認めたときは、田原市お試し移住支援補助金交付決定通知書（様式第１０号）

により、適当でないと認めたときは、田原市お試し移住支援補助金不交付決定通知

書（様式第１１号）により、認定者に通知するものとする。 

２ 補助金の額は、前項に規定する交付の決定をもって確定したものとみなす。  

（交付） 

第１１条 市長は、前条第１項により交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第１２条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取

り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができ

る。 

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。  

（遅延利息） 

第１３条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを納期日

までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その

未納額につき年１４．６％の割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。 

２ 市長は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、遅延利息

の全部又は一部を免除することができる。 

（委任） 

第１４条 この要綱及び田原市補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年６月３０日から施行する。 

 （要綱の失効） 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１２条及び第

１３条の規定は、同日後もなおその効力を有する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月２５日から施行する。 


